
三鷹市井の頭地区住民協議会事務局職員（準職員）募集要項 
 

 三鷹市は七つの住区（地域）に区分され、それぞれの住区で住民協議会が運営されています。 
三鷹市井の頭地区住民協議会（以下「井の頭住協」という。）は、地域住民の自主・参加・連

帯を基軸に、地域の町会・商店会などの団体と井の頭コミュニティ・センターを利用している自

主グループの代表と有志による個人委員で構成されている団体です。委員は、各部・委員会に所

属し、コミュニティまつり、各部会等が実施する諸事業について実践活動に努めているとともに、

三鷹市の指定管理者となって井の頭コミュニティ・センターの管理・運営をしています。 
 この度、井の頭住協では、住民協議会の諸事業に係る事務、施設利用の受付及び井の頭コミュ

ニティ・センターの管理運営等を担当する職員（地方公務員ではありません。）を募集します。 
 
１ 募集職種及び募集人数 

  準職員 １人 
２ 雇用期間 

  平成 31 年４月１日～平成 32年３月 31 日 

  勤務成績が良好な場合は雇用期間満了後、選考を経て正職員へ登用の機会があります。 
  定年は 60 歳 
３ 採用予定日 

  平成 31 年４月１日 

４ 受験資格 

  ・学歴不問 
  ・パソコン（ワード・エクセル）の基本操作ができ、普通自動車運転免許証所持の方 
５ 勤務条件 

(1) 勤務場所 
   井の頭コミュニティ・センター 
   三鷹市井の頭２丁目 32 番 30 号 

(2) 勤務内容 
   一般事務、経理事務、施設管理、窓口対応、住民協議会諸事業事務など 

(3) 勤務時間・休日・休暇 
   ・勤務時間 ① 午前９時 45 分～午後６時 30 分（実働７時間 45分） 
         ② 午後０時 15 分～午後９時 00 分（実働７時間 45分） 
            ① ②の交代勤務 
           日曜日は①で交代勤務 
   ・休日 ４週に８休：月曜日（休館日）と指定する日、祝日、年末年始 
   ・休暇 年次有給休暇 15 日、その他特別休暇あり 

(4) 給与 

   月額 192,625 円（地域手当含む。） 

   その他期末・勤勉手当・通勤手当等の諸手当あり 



(5) 福利厚生 
社会保険（厚生年金・健康保険・労働保険）、三鷹市勤労者福祉サービスセンター加入 

(6) 人事交流制度 

   採用後に三鷹市内の他の住民協議会に出向する制度（人事交流制度）があります。 
   ※三鷹市内には、井の頭住協のほかに、大沢住民協議会、三鷹市東部地区住民協議会、三

鷹市西部地区住民協議会、新川中原住民協議会、連雀地区住民協議会、三鷹駅周辺住民

協議会の６つの住民協議会があります。ただし、井の頭住協では、採用後直ちに出向す

ることはありません。 
６ 申込手続 

(1) 申込方法 

   指定の履歴書と受験申込書（受験票）を井の頭コミュニティ・センターホームページからダウ

ンロード又は井の頭住協事務局で受取、必要事項を自筆記入し、いずれも写真（縦４㎝×横３㎝

最近３か月以内に撮影したもの）を貼付のうえ、井の頭住協事務局まで本人持参のこと（郵送不

可）。 
(2) 申込期間・時間 

   平成 30 年８月 21日（火）～９月 19 日（水） 

   午前 10 時～午後８時（日曜日は午後４時まで） 

   ※毎週月曜日と祝日は休館日（祝日が月曜日の場合は翌火曜日） 
(3) 申込場所（井の頭住協事務局） 

   三鷹市井の頭２丁目 32 番 30 号 

   井の頭コミュニティ・センター本館 １階事務室 
７ 第１次選考（筆記試験） 

(1) 日時 

平成 30 年９月 30 日（日） 

午前 10時 30 分～午後３時 30 分（予定） 

(2) 会場 

   三鷹市下連雀４丁目 17 番 23 号 

   三鷹市市民協働センター ２階第１会議室 
(3) 内容 

筆記試験（教養（60 分）・適正検査（35 分）・事務能力（50 分）） 
作文（出題１問、800 字以内、60分） 

(4) 試験当日に持参するもの 

受験票、鉛筆又はシャープペンシル（ＨＢ）、消しゴム、昼食 
 (5) 第１次選考合格者の発表 

   平成 30年 10 月 12 日（金） 

   合否にかかわらず本人宛に郵送で通知します。 

 

 



８ 第２次選考（面接試験・最終） 

(1) 対象者 

第１次選考合格者 
(2) 日時 

平成 30年 10 月 28 日（日）（受験者ごとに時間指定） 

(3) 会場 

三鷹市井の頭２丁目 32番 30 号 

   井の頭コミュニティ・センター本館 １階会議室 
 (4) 第２次選考（最終）合格者の発表 

   平成 30年 10 月 30 日（火） 

   合否にかかわらず本人宛に郵送で通知します。 

９ その他の注意事項 

  採用試験に関する提出書類は、一切お返しいたしません。 
10 問合せ先 

  三鷹市井の頭地区住民協議会事務局 
  三鷹市井の頭２丁目 32 番 30 号 

  電話：0422‐44‐7321 
  休館日：月曜日・祝日（祝日が月曜日の場合は翌火曜日） 
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●井の頭コミュニティ・センター本館（受付場所・第２次選考会場）案内図 

    
     〇京王井の頭線 井の頭公園駅より 徒歩１０分 
 
●三鷹市市民協働センター（第１次選考会場）案内図 

 
 〇ＪＲ 三鷹駅南口より 徒歩１５分 
  「八幡前」バス停より 徒歩３分 
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